
平成２７年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No ６ 府 省 庁 名   経済産業省            

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（ 地方消費税） 

要望 

項目名 
ガス事業法の改正に伴う所要の税制措置 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

エネルギー基本計画（平成26年 4月閣議決定）に盛り込まれた、低廉かつ安定的な供給を実現するガスシ

ステムの構築に向けた改革 

 

 

・特例措置の内容 

ガス事業法の改正に伴う所要の税制措置を講じる。 

 

 

 

関係条文 

 

地方税法第３４９条の３第３項、同第７０１条の３４第３項第１７号、同附則第９条第１０項 等 

 

減収 

見込額 

［初年度］  －    （  －   ）  ［平年度］  －    （  －   ） 

［改正増減収額］   －                           （単位：百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的 

電力システム改革と相まって、ガスが低廉かつ安定的に供給され、消費者に新たなサービスなど多様な選

択肢が提示されるように、小売の全面自由化、天然ガスの導管による供給インフラのアクセス向上と整備促

進、簡易ガス事業制度の在り方などのガスシステム改革を推進する。 

 

（２）施策の必要性 

ガスシステム改革により、小売が全面自由化されれば、独占的に小売事業を行う事業者はなくなり、その

ための供給区域を設定する必要はなくなる。また、小売の自由化分野（大口供給）と規制分野（小口供給）

の区別の必要性も失われることとなる。さらに、独占を前提として一般ガス事業者に課されていた供給義務

も必要ないと考えることができる。 

その結果、現行法の一般ガス事業者が行うガス小売事業と、新規参入者による小売事業を区別する必要も

なくなる。また、供給義務及び供給区域がなくなれば、一般ガス事業者が行う導管事業とガス導管事業者が

行う導管事業は、等しく託送供給義務が課せられる対象となり、果たすべき義務の程度が同じになるため、

導管事業として両者を区別する必要もなくなる。 

以上を踏まえ、小売が全面自由化されれば、ガス事業の事業類型を現行の「一般ガス事業」「ガス導管事業」

「大口ガス事業」から、大口・小口を問わずガス小売を行う「ガス小売事業」と、卸や小売のためのガスの

託送を担う「ガス導管事業」に整理する必要がある。 

また、「簡易ガス事業」についても、都市ガスの小売全面自由化に伴い、供給地点における独占的な小売を

認める一方、料金規制を課している簡易ガス事業制度の在り方についても、併せて検討が必要となる。 

こうした見直し等を含むガス事業法の改正に伴い、税制上の所要の措置が必要となる。 

 

本要望に 

対応する 

縮減案 

 

－ 

ページ ― 



 

 
 

 

合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

５．エネルギー・環境 

５－３ 電力・ガス 

【背景となる閣議決定】 

エネルギー基本計画（平成 26年 4月 11日閣議決定） 

第３章 エネルギーの需給に関する長期的、総合的かつ計画的に講ずべき施策 

第６節 市場の垣根を外していく供給構造改革等の推進 

２．ガスシステム及び熱供給システム改革の推進 

（１）低廉かつ安定的な供給を実現するガスシステムの構築に向けた改革 

 

政策の 

達成目標 

（エネルギー基本計画より） 

・低廉・安全かつ安定的な供給 

・消費者への多様な選択肢の提示 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

 

恒久措置（固定資産税、事業所税）、３年間（事業税） 

 

同上の期間中

の達成目標 

 

－ 

政策目標の 

達成状況 

 

－ 

 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

（新）ガス小売事業者の一部 

（新）ガス導管事業者 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

 

ガス事業法の改正に応じて、現行の税制措置について整備を行うことにより、適切な課税関

係を維持することができる。 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

 

工事負担金の圧縮記帳（法人税法第４５条第１項第２号） 

ガス事業に必要な工作物に係る土地等の非課税（地価税法別表第１） 等 

 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

 

－ 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

 

－ 

要望の措置の 

妥当性 

 

ガス事業法の改正に応じて、現行の税制措置について整備を行わなければ、適切な課税がで

きなくなる。 

ページ ― 

 



 
 

税負担軽減措置等の 

適用実績 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

－ 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

 

－ 

前回要望時の 

達成目標 

 

 

－ 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

 

－ 

 

 

これまでの要望経緯 

 

 

－ 

 

ページ ― 


